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～昨年１２月末に創設した、過疎地域のデマンドバス輸送力補完の自家用自動車有償運送を許可～ 
 
庄原地域における夜間の移動手段を補完する目的で、バス事業者（備北交通株式会

社）による安全管理の下に、自家用車や一般ドライバーを活用した、夜間乗合デマンドタ
クシーの実証運行が開始されます。実証運行については、別添庄原商工会議所の記者
発表資料も御参照下さい。 
 
このたび中国運輸局では、全国で初めて（※１）この実証運行に必要となる「自家用自動車有

償運送の許可」（※２）を行いましたので、お知らせします。 
 
なお、今回の許可は、交通不便地域における持続的で利便性の高い交通サービスの実現に

向け、安全・安心を確保しつつ、地域の移動の足不足の課題解消を目的に、国土交通省で
昨年１２月末に「過疎地域の乗合タクシー輸送力補完の自家用自動車有償運送の許可制度」が
創設（※３）されて以降、全国で初めて申請があり許可したものとなります。 
 
今後、庄原地域において、夜間乗合デマンドタクシーが実証運行され、社会実装への検

証を行いながら、地域の実情に応じた交通サービスの導入や維持に、引き続き地域関係者
の方々が協働され「創り・守り・育てる」こととなりますが、当局におきましても地域公
共交通の維持確保に向け、取り組んでまいります。 

記 

１． 許 可 年 月 日：令和６年９月１２日 
２． 許  可  権  者：中国運輸局広島運輸支局長 坪倉 勇 
３． 申請契約業者名等：備北交通株式会社（広島県庄原市） 
４． 許可をした営業区域、曜日及び時間帯、許可車両数： 

運行しようとする区域 運行日及び運行時間等 許可車両数 

庄 原 市 

令和６年９月１９日から１２月１３日までの、 
木曜日・金曜日の２０時以降に運行 

（２０：００時発～２２：４０発の５便） 
１台 

※１ 全国で初めて 

・乗合タクシー（区域運行）の運行や導入の検討において、交通不便地域を中心に交通事業者によるサービスの担い手不足

が深刻化している。地域によっては事業者の輸送供給能力が不足状態となることから、過疎地域において、地域公共交通

会議等の協議が調った場合に、事業用自動車の輸送力を補完するため必要な範囲に限り、許可を受けた自家用自動車を活

用することができる制度が創設された。 

 ※２ 「自家用自動車有償運送の許可」 

・道路運送法第７８条第３号に基づく許可 

※３ 創設された制度 

・「過疎地域における一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行）の輸送力補完のための自家用自動車の有償運送の許可につい

て」（制定：令和５年１２月２８日） 

 

全国初！ 
自家用車による夜間の移動を補完する実証実験 
「庄原版ナイトタイムデマンドプロジェクト」開始！ 

【制度に関する問合わせ先】            【許可内容に関する問合わせ先】 

自動車交通部 旅客第一課 松原・森川       広島運輸支局 輸送・監査担当 藤本・今坂 

電話：０８２－２２８－３４３６          電話：０８２－２３３－９１６７ 
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第３条第１号イ

（ ）一般乗合旅客自動車運送事業 乗合バス等

乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

路線定期運行第２章 第３条第１号 → ４条許可 ○
路線バス、コミュニティバス等、

旅客自動車運送事業 一般旅客自動車運送事業 路線不定期運行○
観光需要対応型乗合タクシー等

他人の需要に応じ、有償で、 特定旅客自動車運送事業
区域運行自動車を使用して旅客を運 以外の旅客自動車運送事業 ○

送する事業 デマンド型乗合タクシー等

第３条第２号 → ４３条許可 第３条第１号ロ第３章

一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス)道路運送事業 貨物自動車運送事業 特定旅客自動車運送事業

個の契約により定員 の自動車を貸し貨物自動車運送事業法に 特定の者の需要に応じ、一 一 １１人以上
切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業よる貨物自動車運送事業 定の範囲の旅客を運送する

旅客自動車運送事業 （観光バス等）
第４章

第３条第１号ハ
自 動 車 道 事 業

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー)
一般自動車道を専ら自動車

個の契約により定員 の自動車を貸しの交通の用に供する事業 一 １１人未満
切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

第５章

自家用自動車の使用

交通空白地有償運送、福祉有償運送、自家用有償観光旅客等運送有償運送 法 条 号 自家用有償旅客運送…78 2
（公共ライドシェア）

号 各種ぶら下がり許可（日本版ライドシェア含む 、繁忙期の貨物運送、幼稚園バス 等3 ）
有償貸渡し 法 条 レンタカー80 1

道路運送法に基づく事業区分イメージ



乗 合 乗合以外

４条乗合

乗合旅客を運送する
一般旅客自動車運送事業

観光需要対応型乗合タクシー等

デマンド型乗合タクシー等
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４条貸切

４条乗合及び４条乗用以外の一
般旅客自動車運送事業

４条乗用

１個の契約により定員１１人未満の
自動車を貸し切って旅客を運送する

一般旅客自動車運送事業

定員
１１人以上

定員
１１人未満

21
条
乗
合
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可

４条貸切

１個の契約により定員１１人以上の
自動車を貸し切って旅客を運送する

一般旅客自動車運送事業

路線バス、コミュニティバス等

路線定期運行

路線不定期運行

区域運行

2

一般旅客自動車運送事業（緑ナンバー）の種別等のイメージ



法第７８条第２号に基づく登録 法第７８条第３号に基づく許可

自家用有償旅客運送

市町村やＮＰＯ法人等が主体となり
登録を受けて運行。

４条貸切

４条乗合事業（区域運行）による管理

公
共
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア

（Ｈ
18

制
度
創
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）

４条乗用事業による管理

交通空白地有償運送

福祉有償運送

自家用有償観光旅客等運送

3

その他
・４条乗用事業（福祉限定）による管理
・繁忙期（中元・歳暮時期等）の貨物運送
・幼稚園バス

等

日本版ライドシェア （Ｒ６．３ 制度創設）

（Ｒ５．１２ 制度創設）

自家用自動車による有償運送（白ナンバー）の種別等イメージ


